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☆「特許行政年次報告書2022年版」について ⑼
☆ドイツにおける著作権法の歴史的展開：

公法学・文化政策の観点からの覚書 ……… ⑴

１　はじめに

（１）公法学者としての筆者の問題意識

著作権法学説によれば、著作権法は著作者の権
利を保護することを一義的な役割とするものであ
り、法制度としての著作権法も私法に分類されて
いる。しかしながら、著作権法の役割については、

わが国の著作権法１条（目的規定）が定めている
ように１、文化の振興のための法でもあることに
ついて、異論はないであろう。近時の文化政策な
いし文化法学における学術業績としても、著作権
法の文化政策上、特に文化振興の機能に着目した
研究が数多く公にされている２。

上記と同様の観点から、前稿においては、筆者
の専攻する行政法学の問題意識を活用しつつ、ド
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